
JP 5164609 B2 2013.3.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂発泡シートの少なくとも片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積
層シートを用いて成形することにより、凹状の収容部と該収容部の側壁部から外方に張り
出したフランジ部とが形成されてなる容器本体を備えた容器であって、
  前記フランジ部の外側端部は、圧縮により前記フランジ部の他の部位よりも薄肉の薄肉
部とされてなり、該薄肉部の最大厚みは、前記フランジ部の他の部位に於ける最小厚みに
対して、１／１５～１／３で、且つ、該薄肉部の熱可塑性樹脂フィルム面には、該熱可塑
性樹脂フィルム面の外側輪郭線が凹凸形状を成して屈曲するように凹凸が形成されている
ことを特徴とする容器。
【請求項２】
　前記容器本体に外嵌可能で且つ前記フランジ部の外側端部に係合される突起部が設けら
れた蓋体を備えている請求項１記載の容器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、食品容器等として使用される、熱可塑性樹脂発泡シートの少なくと
も片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートが用いられてなる容器、詳し
くは、該発泡積層シートを用いて成形することにより、凹状の収容部と該収容部の側壁部
から外方に張り出したフランジ部とが形成されてなる容器に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、熱可塑性樹脂発泡シートに非発泡の熱可塑性樹脂フィルムを積層した発泡積層シ
ートを用いて成形された容器は、優れた断熱性及び軽量性を備え且つ低価格であるといっ
た熱可塑性樹脂発泡シート製容器（例えば、スチレン系樹脂発泡シート製容器）の特性の
他、熱可塑性樹脂フィルムが積層されていることにより、容器強度が向上し、表面が平滑
となり、かつ各種の印刷を施すことが可能となる等の特徴が加味され、弁当、惣菜等の食
品容器等に使用されている。
【０００３】
　そして、この種の発泡積層シートを用いた容器は、通常、シート成形により製造されて
いる。即ち、発泡積層シートを加熱し、これを雄型と雌型との間に送り該雄型と雌型とで
挟み押圧することにより該シートに凹形状（容器形状）を形成させた後、凹形状が形成さ
れている部位の外側をトリミング刃等による打ち抜き等によって切断し、該シートから凹
状の収容部及び該収容部の外方に張り出したフランジ部を分断するシート成形により製造
されている。
【０００４】
　ところで、上記の如き容器に於いては、フランジ部の外側に蓋が外嵌装着されたり、フ
ランジ部の外側端部を覆いかくすようにラップが被せられて使用されるため、フランジ部
の外側端部には比較的大きな力かかることとなる。
　この点に着目して、本発明者らは、斯かるフランジ部の外側端部に於ける多数の気泡を
少なくとも一部破泡させることにより、該外側端部の強度を向上させるべく、該外側端部
を圧縮させて、フランジ部の他の部位より厚みの薄い薄肉部を形成することを試みた。
【０００５】
　しかしながら、上述のごとく、斯かる容器は、トリミング刃等で打ち抜いて製造される
ため、熱可塑性樹脂発泡シート層と熱可塑性樹脂フィルム層との硬さの差により、切断面
（外側端面）に於いて硬い熱可塑性樹脂フィルム層が柔らかい熱可塑性発泡シート層より
外側に突き出た状態となり、且つ熱可塑性樹脂フィルム層の切断面の形状が鋭利になりや
すく、容器に触れた際に、硬いフィルムで指等を裂傷する虞がある。
【０００６】
　このような裂傷等に対し、特許文献１には、フィルム層で指などを裂傷するという課題
を解決するために、フランジ部を熱盤と接触させて又は熱線に曝して熱収縮させ、該フラ
ンジ部の外側端面（切断面）上下の角を丸く処理することが開示されている。
【０００７】
　しかしながら、このように熱収縮させる処理が施された容器は、熱による収縮量の調整
が困難であることから、寸法精度の良好なものとは言い難いものである。
　更に、熱盤と接触させて熱収縮させたものに於いては、熱盤に樹脂カスが付着し易く、
これら樹脂カスがフランジ部に付着することもあり、かえって硬い樹脂カスが裂傷などを
引き起こすという問題も有している。
【特許文献１】特開平９－９４８７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑み、発泡積層シートを用いた容器であって、フランジ部の外
側端部が十分な強度を有しつつも、裂傷の虞が無く、しかも、寸法精度の良好なものとな
りうる容器の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するべく、本発明に係る容器は、熱可塑性樹脂発泡シートの少なくとも
片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートを用いて成形することにより、
凹状の収容部と該収容部の側壁部から外方に張り出したフランジ部とが形成されてなる容
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器本体を備えた容器であって、
  前記フランジ部の外側端部は、圧縮により前記フランジ部の他の部位よりも薄肉の薄肉
部とされてなり、該薄肉部の熱可塑性樹脂フィルム面には、該熱可塑性樹脂フィルム面の
外側輪郭線が凹凸形状を成して屈曲するように凹凸が形成されていることを特徴とする。
　本発明に於いては、フランジ部の外側端部に圧縮された薄肉部が形成されてなることか
ら、フランジ部の外側端部は十分な強度を有するものとなる。
　また、薄肉部の熱可塑性樹脂フィルム面には、該熱可塑性樹脂フィルム面の外側輪郭線
が凹凸形状に屈曲するように凹凸が形成されていることから、該外側端縁が指等の一カ所
に連続して当接することが防止されるので、裂傷を防止できる。
　更に、熱盤や熱線等によって、フランジ部を熱収縮させる必要もないことから、寸法精
度が良好なものとなりうる。
【００１０】
　また、本発明に於いては、断面が波形、鋸歯形、半円形の何れかの形状を有する線状の
突起あるいは溝が、互いに交差された状態又は交差されていない状態で、前記フランジ部
の外側端部に沿って列設されて前記凹凸が形成されているものとすることもできる。
【００１１】
　更に、本発明に係る容器に於いては、前記薄肉部の最大厚みが、前記フランジ部の他の
部位、即ち、前記フランジ部の薄肉部以外の部位に於ける最小厚みに対して、１／１５～
１／３である。
　薄肉部の肉厚を１／３以下とすることにより、十分にフランジ部の外側端部が圧縮され
、フランジ部の外側端部が十分に補強されたものとなる。一方、１／１５以上とすること
により、薄くなりすぎて逆に強度が低下する虞も防止される。
【００１２】
　また、本発明に係る容器に於いては、前記容器本体に外嵌可能で且つ前記フランジ部の
外側端部に係合される突起部が設けられた蓋体を備えているものとすることもできる。
　そして、本発明に於いては、フランジ部が薄肉部によって補強されていることから、フ
ランジ部の外側端部に蓋体の係合突起部を係合させても、蓋体を十分に支持することがで
き、フランジ部の外側端部の変形に起因して係合が外れる虞や、蓋体との係合によるフラ
ンジ部の破損等の虞も低減される。
【発明の効果】
【００１４】
　以上の通りであり、本発明に係る容器は、発泡積層シートを用いた容器であって、フラ
ンジ部の外側端部が十分な強度を有しつつも、裂傷の虞が無く、しかも、寸法精度が良好
なものとなりうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態について説明する。
　図１は、一実施形態における容器本体及び蓋体を備えた容器を示す斜視図である。
　図２は、前記容器本体の外側端部の様子を説明すべく、要部Ａを拡大して示した斜視図
である。
　また、図３は、図１における蓋体のＸ－Ｘ’線矢視断面図ならびに容器本体のＹ－Ｙ’
線矢視断面図である。
【００１６】
　以下に、この図１乃至３を参照しつつ、容器本体１０と蓋体２０とを備えた容器１の各
部の詳細構造について説明する。
　まず、容器本体１０について説明する。
　本実施形態の容器本体１０は、熱可塑性樹脂発泡シートの少なくとも片面に非発泡の熱
可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートを用いて、上面及び下面の少なくとも何
れか一方側が熱可塑性樹脂フィルム面となるようにシート成形することにより形成されて
なり、底部１１ａと該底部１１ａから立設された側壁部１１ｂとで凹状に形成されてなる
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収容部１１と、該収容部１１の側壁部１１ｂから外方に張り出したフランジ部１２とを有
して構成されている。
【００１７】
  前記収容部１１は、内側に被収容物を収容しうる収容空間を有し、上方が開口されて構
成されている。
【００１８】
　前記底部１１ａは、前記収容部１１の底を形成するものであり、角部が丸められた（Ｒ
が設けられた）略正方形の形態をなすように形成されている。
　前記側壁部１１ｂは、前記収容部１１の周囲の側壁を形成するものであり、前記底部１
１ａの外周縁からやや外向きに傾斜された状態に立設されており、この上端縁１３がこの
収容部１１の開口縁１３をなしている。
【００１９】
　前記フランジ部１２は、この側壁部１１ｂの上端縁１３から外方に張り出して形成され
ており、該フランジ部１２は、開口縁１３からの張り出し長さが開口縁１３全周において
略均一となるように形成されている。
　前記フランジ部１２は、径方向内側に配され肉厚が略一定で帯状とされた基体部１４と
、該基体部１４の外側に配された外側端部１５とを備えて構成されている。
　尚、本実施形態に於いては、前記基体部１４の上面には複数の突起等（図示せず）が設
けられ立体模様が表出されている。
【００２０】
　前記外側端部１５は、圧縮により、前記フランジ部１２の他の部位よりも薄肉に形成さ
れた薄肉部１５とされてなる。即ち、該薄肉部１５は、フランジ部１２の基体部１４より
も薄肉に形成されてなる。
　また、前記薄肉部１５は、圧縮により、熱可塑性樹脂発泡シート層が高密度となってお
り、それによって、フランジ部１２の他の部位よりも硬質に形成されており、フランジ部
１２の外側端部１５は強度が向上されている。
【００２１】
　更に、前記薄肉部１５の熱可塑性樹脂フィルム側の面である上面には、該熱可塑性樹脂
フィルム側である上面側の外側輪郭線が凹凸形状を成して屈曲するように、凹凸が形成さ
れている。
　前記凹凸は、好ましくは、断面が波形、鋸歯形、半円形の何れかの形状を有する線状の
突起あるいは溝が、互いに交差された状態又は交差されていない状態で、前記フランジ部
１２の外側端部１５に沿って複数配列されるように設けられて形成されている。
　尚、図２に於いては、最も好ましい態様として、断面波形の複数の線状の突起がそれぞ
れ薄肉部１５の長手方向と直交する方向に指向しており、互いに交差されていない状態で
列設されている態様が示されている。
【００２２】
　前記凹凸は、その凸と凸とのピッチが０．５～５ｍｍであり、且つその最大振幅が０．
１～１ｍｍであることが好ましい。
　斯かるピッチ且つ振幅の凹凸を形成することで、熱可塑性樹脂フィルム側の外側輪郭線
は、そのピッチ且つ振幅の凹凸形状で屈曲することとなり、裂傷を防止することができる
。
【００２３】
　前記薄肉部１５は、最大厚みが前記フランジ部１２の他の部位に於ける最小厚みに対し
て、好ましくは１／１５～１／３に、より好ましくは、１／１０～１／４に設定されてい
る。
　薄肉部１５の肉厚を１／３以下とすることにより、十分にフランジ部１２の外側端部１
５が圧縮され、フランジ部１２の外側端部１５が十分に補強されたものとなる。一方、１
／１５以上とすることにより、薄くなりすぎて逆に強度が低下する虞も防止されることと
なる。
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　ここで、薄肉部１５の最大厚みとは、フランジ部１２端面に於ける最大厚みを意味し、
薄肉部１５に凹凸が形成されている場合に於いては、フランジ部１２端面に於ける凸部及
び凹部を含めた厚みを意味するものである。
　尚、図示される態様に於いては、フランジ部１２端面（外側の切断面）に於ける最も突
出高さの高い凸部の頂点と反対面との距離（図２、図３の“ｈ１”）が、最大厚みに相当
することとなる。
　また、フランジ部１２の基体部１４に於ける立体模様用の突起（図示せず）が設けられ
ていない部位の厚み（図３の“ｈ２”）が、フランジ部１２の他の部位に於ける最小厚み
に相当することとなる。
【００２４】
　前記容器本体１０は、上記の如く、熱可塑性樹脂発泡シートの少なくとも片面に熱可塑
性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートが用いられて形成されている。
　尚、図１乃至３に示されるより具体的な態様においては、熱可塑性樹脂発泡シートの片
面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートが用いられ、前記熱可塑性樹脂フ
ィルムが内表面側となるように前記発泡積層シートが用いられて成形されている。即ち、
図１乃至３に示されるより具体的な態様に於いては、加熱されたシートを雄型と雌型とで
挟み、押圧することにより所定形状に成形するという所謂シート成形と称される成形法に
よって、収容部１１の内表面からフランジ部１２の上面側にかけての領域が、前記外側端
部１５の上面側１５ｕを含めて熱可塑性樹脂フィルムで形成されており、前記底部１１ａ
の外表面（裏面）からフランジ部１２の下面側にかけての領域が、前記外側端部１５の下
面側１５ｄを含めて熱可塑性樹脂発泡シートで形成されている。
【００２５】
　前記熱可塑性樹脂発泡シートは、発泡された熱可塑性樹脂がシート状に形成されてなる
ものであり、特に限定されるものではなく、従来公知のもの適宜選択して用いることがで
きる。
　例えば、スチレン樹脂単独、あるいは、スチレンモノマーと共重合可能なブタジエンな
どのモノマーとスチレンモノマーとの共重合体樹脂単独、または、スチレン樹脂と前記共
重合体樹脂との混合物、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂などを、
ブタンやペンタンなどの物理的発泡剤や、アゾジカルボンアミドなどの化学的発泡剤とと
もに押出機で混練して押出し発泡させてなる熱可塑性樹脂発泡シートを挙げることができ
る。
　なお、一般的な用途の容器に用いる場合には、前記熱可塑性樹脂発泡シートは、その厚
みが１～３ｍｍのいずれかの厚みとされることが好ましく、坪量が、８０～５５０ｇ／ｍ
3のいずれかとされることが好適であるが、このような範囲を超えたものも適宜採用する
ことが可能である。
【００２６】
　前記熱可塑性樹脂フィルムとは、非発泡の熱可塑性樹脂で前記熱可塑性樹脂発泡シート
よりも薄く形成されてなるものであり、例えば、スチレン樹脂や共重合体樹脂が用いられ
てなるフィルムや、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂などのポリオレフィン樹脂が
用いられてなるフィルム、ポリエチレンテレフタレート樹脂などのポリエステル樹脂が用
いられてなるフィルム、ポリビニルアルコール樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂などのガス
バリア性に優れた樹脂が用いられてなるフィルムをそれぞれ単独で用いることができる。
　あるいは、これらのフィルムどうしを複合させたフィルム（複合フィルム）を熱可塑性
樹脂フィルムとして用いることができる。
　また、要すれば、これらの単独のフィルムあるいは複合フィルムである熱可塑性樹脂フ
ィルムは、和紙や金属フィルムなど熱可塑性樹脂以外の素材で形成されたフィルム状物を
積層させて用いることが可能である。
　なお、前記熱可塑性樹脂フィルムは、例えば、数μｍ～数百μｍの厚みのものを熱可塑
性樹脂発泡シートの片面若しくは両面に積層させて用いることができる。
【００２７】
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　次に、蓋体２０について説明する。
　本実施形態の容器１の蓋体２０は、その素材が特に限定されるものではないが、通常、
透明な樹脂フィルムなどを用いて形成されている。
　前記蓋体２０は、該蓋体２０の天井部を形成する逆凹状の天井壁部２１と、該天井壁部
２１の下端縁２３から外方に向けて張り出した状態に形成され蓋フランジ部２８とを備え
、該蓋フランジ部２８は、外方に略水平に張り出し前記容器本体１０のフランジ部１２の
基体部１４と接合される基体部２４と、該基体部２４の外側端縁から下方に垂下するよう
に設けられた垂下部２５が形成されている。
　さらに、前記蓋体２０は、容器本体１０のフランジ部１２の外側端部１５と係合しうる
ように、前記垂下部２５の下方端縁部に、内側に向けて突出させて形成された突起部２７
が設けられている。前記突起部２７は、前記容器本体１０のフランジ部１２の四つの角部
において係合されるべく、前記垂下部２５の四つの角部に設けられている。
【００２８】
　次いで、図４を参照しつつ、蓋体２０を容器本体１０に外嵌させる方法について説明す
る。
　前述のように、垂下部２５には、内側に突出させたて形成された前記突起部２７が設け
られている。
　したがって、図４ａ）に示すように蓋体２０を容器本体１０に外嵌する前には、前記突
起部２７が、容器本体１０のフランジ部１２の上面に当接する状態となっている。
【００２９】
　この状態で、蓋体２０を上方から下方に向けて押圧することにより、図４ｂ）に示すよ
うに、フランジ部１２の外側端部１５に前記突起部２７の内面が圧接されて、垂下部２５
が外方に広がるように変形するとともに容器本体１０のフランジ部１２が僅かに下方に撓
んだ状態に変形する。
【００３０】
　さらに押圧を続けることにより、突起部２７は、フランジ部１２の外側端部１５を越え
て、やがて突起部２７がフランジ部１２の外側端部１５よりも下方に移動して、図４ｃ）
に示すように、垂下部２５ならびにフランジ部１２の復元力により外側端部１５の下面側
１５ｄにまわり込んだ状態となる。
　このとき、容器本体１０のフランジ部１２の基体部１４が蓋フランジ部２８の基体部２
４に接合された状態となるとともに、外側端部１５の下面側１５ｄが突起部２７の上端部
に当接された係合状態となる。
　このように、フランジ部１２の外側端部１５と突起部２７とを係合させることにより、
蓋体２０を容器本体１０に強固に止着させることができる。
  尚、本実施形態に於いては、フランジ部１２の外側端部１５が薄肉部１５に形成されて
いることから、上記の如く、容器本体１０に蓋体２０を外嵌させる操作、即ち、突起部２
７との外側端部１５とを係合させる操作を繰り返しても、外側端部１５が破損する虞が低
減されることとなる。
【００３１】
　次いで、前記容器本体１０をシート成形により製造する容器の製造方法について、熱可
塑性樹脂フィルムが片面に積層された発泡積層シートを用いた場合を例に取り、図５乃至
９を参照しつつ説明する。
【００３２】
　図５は、前記容器本体１０の形成に用いられる金型の内の雄型の形状を説明するための
斜視図であり、図６は、この図５のＰ－Ｐ’線矢視断面図を表している。
　この図５、図６における符号１００は、雄型を示しており、１０１は、この雄型１００
の基準面を示している。
　また、図７は、前記容器本体１０の形成に用いられる金型の内の雌型の形状を説明する
ための斜視図であり、図８は、この図７のＱ－Ｑ’線矢視断面図を表している。
　この図７、図８における２００は、この雌型を示しており、２０１は、この雌型２００
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の基準面を示している。
　また、図９は、この雄型と雌型とを用いて、発泡積層シートを成型加工する様子を示し
た断面図である。
【００３３】
　まず、雄型１００について説明する。
　この雄型１００には、容器本体１０の形成に用いられる箇所の最も外側部分に位置する
箇所に、前記容器本体１０の外側端部１５を薄肉部１５とすべく、押圧用凸部１０５が備
えられるとともに、該押圧用凸部１０５の頂部には薄肉部１５に凹凸形状を形成させるた
めの凹凸形成部１０２が備えられている。
　また、この凹凸形成部１０２の内側には、フランジ部１２の基体部１４を形成するため
の基体部形成部１０３が備えられている。
　さらに、この基体部形成部１０３の内側に容器本体１０の側壁部１１ｂと底部１１ａと
を形成させるための隆起部１０４が備えられている。
【００３４】
　前記凹凸形成部１０２は、外側端部１５の上面側１５ｕに、断面波形の複数の凸条１５
ａを形成させるべく、前記容器本体１０の外側端部１５に対応する箇所に備えられており
、前記波形の凸条１５ａとは逆形状となる凹凸形状が形成されている。
　また、凹凸形成部１０２は、その凹凸形状を前記基準面１０１よりも上方に突出させて
形成されている。
【００３５】
　前記基体部形成部１０３は、前記凹凸形成部１０２の内側において前記基準面１０１よ
りも僅かに低位のレベル（掘り込まれた状態）となるように形成されている。
　前記隆起部１０４は、容器本体１０の側壁部１１ｂと底部１１ａとを形成させるべく、
前記基準面１０１よりも突出された状態に形成されており、前記フランジ部形成部１０３
の内側の領域を容器本体１０の収容部１１の逆形状となる略四角錐台形状となるように突
出させて形成されている。
【００３６】
　次いで、雌型２００について説明する。
　この雌型２００には、容器本体１０の形成に用いられる箇所の最も外側部分に位置する
箇所に前記容器本体１０の外側端部１５の下面側１５ｄを平坦な状態に形成させるための
平坦面形成部２０２が備えられている。
　また、この平坦面形成部２０２の内側には、雄型１００の基体部形成部１０３とともに
容器本体１０のフランジ部１２の基体部１４を形成するための基体部形成部２０３が備え
られている。
　さらに、雌型２００には、前記雄型１００の隆起部１０４とともに、容器本体１０の側
壁部１１ｂと底部１１ａとを形成させる掘り込み部２０４が備えられている。
【００３７】
　前記平坦面形成部２０２は、前記容器本体１０の外側端部１５に対応する箇所に設けら
れ、外側端部１５の下面側１５ｄを平坦な状態に形成させるべく平坦に形成されており、
前記基準面２０１と同一レベルとなっている。
　すなわち、平坦面形成部２０２は、前記基準面２０１と面一な状態で雌型２００に設け
られている。
【００３８】
　前記基体部形成部２０３は、前記平坦面形成部２０２の内側に形成されており、前記基
準面２０１よりも僅かに上位のレベル（突出した状態）となるように形成されている。
　前記堀り込み部２０４は、前記雄型１００の隆起部１０４とともに、容器本体１０の側
壁部１１ｂと底部１１ａとを形成させるべく、前記フランジ部形成部２０３の内側の領域
を前記基準面２０１に対して凹入させた状態に形成されている。
　また、掘り込み部２０４は、前記雄型１００の隆起部１０４よりも一回り（容器の厚み
分）大きな略四角錐台形状に掘り込まれた状態となるように形成されている。
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【００３９】
　このような雄型１００と雌型２００を用いて、シート成形法によって上記のような容器
本体１０を形成させる容器の製造方法の具体的な手順について図９を参照しつつ説明する
。
【００４０】
　前記雄型１００を前記隆起部１０４などが下面側となるように雌型２００の上方に配置
するとともに、前記雌型２００を前記掘り込み部２０４が上面側となるように雄型１００
の下方に配置して、互いに対向した状態とする。
　そして、このような状態の金型（雄型、雌型）を、発泡積層シートＳを軟化させ得る温
度に加熱して、該加熱された金型間に熱可塑性樹脂フィルム側が上面となるようにして発
泡積層シートＳを挿入させる（図９ａ）。
【００４１】
　そして、雄型１００と雌型２００とにより発泡積層シートＳを挟んで成形する（図９ｂ
）。
　この成形においては、前記隆起部１０４を前記掘り込み部２０４に侵入させて容器本体
１０の収容部１１となる形状を発泡積層シートＳに形成させるとともに、雄型１００の基
体部形成部１０３と雌型２００の基体部形成部２０３とによって収容部１１の側壁部１１
ｂから外側に向けて水平に張り出した状態となるようにフランジ部１２の基体部１４を形
成させる。
　また、同時に、雄型１００の押圧用凸部１０５により、基体部１４を形成するための雄
型１００と雌型２００とのクリアランスよりも、外側端部１５を形成するめのクリンアラ
ンスが狭くなることから、フランジ部１２の外側端部１５を圧縮により薄肉部１５とする
と共に、凹凸形成部１０２により、該薄肉部１５の上面側の外側輪郭線が凹凸形状を成し
て屈曲するように、薄肉部１５の上面に凹凸を形成させる。
【００４２】
　このようにして容器本体１０の各部形状を有する成形部Ｐを発泡積層シートＳに形成さ
せた後は、雄型１００と雌型２００とを離間させて図９ｃ）、前記成形部Ｐの外周に沿っ
た切断箇所Ｃをトリミング刃などにより切断して発泡積層シートＳから成形部Ｐを分断さ
せ、該成形部Ｐを容器本体１０とすることができる。
【００４３】
　本実施形態の容器及びその製造方法は、上記の通りであるが、本発明の容器及びその製
造方法は、その意図する範囲内に於いて、本実施形態に限定されず、本実施形態から適宜
設計変更されうるものである。
　例えば、本実施形態の容器は、蓋体２０を備えて構成されたが、本発明に於いては、ラ
ップフィルムなどによって収容部１１の開口が覆われて用いられるような、蓋体２０の無
い容器であってもよい。
　また、本実施形態に於いては、熱可塑性樹脂フィルムが片面に積層された発泡積層シー
トが用いられ且つ薄肉部１５の上面のみに凹凸が形成されているものを図１乃至３に図示
したが、本発明に於いては、下面のみに凹凸が形成されているものであってもよく、熱可
塑性樹脂フィルムが両面に積層された発泡積層シートが用いられ且つ両面に凹凸が形成さ
れているものであってもよい。
　更に、容器の製造方法に用いる雄型１００と雌型２００に関しも、本実施形態に於いて
は、雄型１００にのみ凹凸形成部１０２が設けられてなる態様を例示したが、雌型２００
にのみ凹凸形成部が設けられてなる態様や、雄型１００と雌型の両方に凹凸形成部が設け
られてなる態様であっても本発明の意図する範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】一実施形態の容器を示す斜視図。
【図２】容器本体の端縁部の構造を詳細に示した斜視図。
【図３】ａ）図１のＸ－Ｘ’線矢視断面図、ｂ）図１のＹ－Ｙ’線矢視断面図。
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【図４】蓋体を容器本体に外嵌させる方法を示す断面図。
【図５】一実施形態の容器製造方法に用いる金型（雄型）を示す斜視図。
【図６】図５のＰ－Ｐ’線矢視断面図。
【図７】一実施形態の容器製造方法に用いる金型（雌型）を示す斜視図。
【図８】図７のＱ－Ｑ’線矢視断面図。
【図９】一実施形態の容器製造方法を示す断面図。
【符号の説明】
【００４５】
１    容器
１０  容器本体
１１  収容部
１１ｂ側壁部
１２  フランジ部
１５  外側端部（薄肉部）
２０  蓋体
２７  突起部
１００雄型
２００雌型
Ｓ    発泡積層シート

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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